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1. 策定の背景と位置付け 

1.1. 策定の背景 

平成 29年 1月 30日、本市の地域公共交通のあり方を検討する所沢市地域公共交通会議

から、「地域公共交通の確保・維持は市民生活に欠かせない重要な要素になるものと予想

され、今後は、真に市民生活に根付いた持続可能な地域公共交通の確立に向けた取組を

行っていく必要がある」という答申が出されました。 

また、令和 2年 3月に改定した「所沢市都市計画マスタープラン」では、市民の日常生

活での行動範囲に着目し、生活を送る上での拠点となる主要な鉄道駅の「駅勢圏」の考

え方を新たに取り入れ、それぞれの拠点駅への公共交通でのアクセスを高める「コンパ

クト・プラス・ネットワーク」の都市構造をめざしていくこととしています。 

全国的な動きでは、地域が主体となり公共交通を持続していくことの必要性が高まる

なかで、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成 19年法律第 59号）が令和

2年 11月に改正され、「地域公共交通計画」の策定が努力義務化されました。 

これを受けて、本市における地域公共交通の持続可能なサービスの提供を確保し、人

を中心にしたマチづくりを実現するため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

に基づく「所沢市地域公共交通計画」を策定しました。 

 

 

図 1-1 生活圏別の地区区分（所沢市都市計画マスタープラン） 
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1.2. 計画の位置付け 

本計画は、上位計画である「所沢市総合計画」、「所沢市都市計画マスタープラン」に

即し、街づくりの両輪として「所沢市立地適正化計画（策定中）」と連携しながら、持続

可能な公共交通網の構築と公共交通サービスの提供をめざします。 

また、「所沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「所沢市マチごとエコタウン推進計

画」、「所沢市産業振興ビジョン」、「所沢市地域福祉計画」、「所沢市交通安全計画」など

の関連計画とも整合を図ります。 

図 1-2 地域公共交通計画と上位計画・関連計画の関係 

 

地域の公共交通が充実し、維持されることは、都市計画マスタープランに掲げる５つの

「街づくりの基本的な考え方」をはじめ、関連する各分野の計画やビジョンを実現する上

での土台となります。 

本計画を推進することにより、所沢市総合計画の５つの「リーディングプロジェクト」

が一層前進し、所沢市での生活がより充実したものになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 地域公共交通と本市の街づくりの関係 
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1.3. 上位・関連計画等の整理 

本計画を策定する上で反映すべき、上位計画・関連計画における各交通関連政策と本計

画との関連性を下表のとおり整理しました。 

 

表 1-1 上位・関連計画一覧 

策定 
主体 

分類 計画名 策定年月 計画期間 

所沢市 

上位計画 第６次所沢市総合計画 

基本構想： 

平成 31(2019)年 3 月 

前期基本計画： 

平成 31(2019)年 3 月 

基本構想： 

令和元(2019)年度～ 

令和 10(2028)年度 

前期基本計画： 

令和元(2019)年～ 

令和 6(2024)年 

上位計画 所沢市都市計画マスタープラン 令和 2 (2020)年 3 月 
概ね 

令和 22(2040)年まで 

関連計画 
第２期所沢市まち・ひと・しご

と創生総合戦略 
令和 3(2021)年 3 月 

令和 3(2021)年度～ 

令和 7(2025)年度 

関連計画 
所沢市マチごとエコタウン推進

計画 
平成 31(2019)年 3 月 

令和元(2019)年度～ 

令和 10(2028)年度 

関連計画 所沢市産業振興ビジョン 平成 30(2018)年 1 月 
平成 30(2018)年度～ 

令和 9(2027)年度 

関連計画 第３次所沢市地域福祉計画 令和 3(2021)年 3 月 
令和 3(2021)年度～ 

令和 8(2026)年度 

関連計画 第 11 次所沢市交通安全計画 令和 4(2022)年 1 月 
令和 3(2021)年度～ 

令和 7(2025)年度 

関連計画 所沢市立地適正化計画 策定中  
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（1） 第 6次所沢市総合計画 

第 6次所沢市総合計画は、総合的かつ計画的な市政運営を

図るために策定している本市の最上位計画です。 

「絆、自然、文化 元気あふれる『よきふるさと所沢』」

を将来都市像としており、前期基本計画の期間中に、市の

組織を横断して特に優先的に進める取り組みを 5つの「リー

ディングプロジェクト」として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域公共交通と関連が深いプロジェクト】 

（３）元気でいきいき“健幸（けんこう）長寿のまち”の実現 

（４）人と自然が共生するまち“エコタウン所沢”の実現 

 ・自家用車に頼らず、公共交通と徒歩で暮らせる交通ネットワークの構築 

 ・公共交通と関連施設のバリアフリーの推進 

 ・地球にやさしい環境配慮型車両の導入・拡大 

 

この計画には、各分野の施策が位置付けられており、交通分野については、交通政

策の推進と公共交通の充実、鉄道輸送の利便性向上、駅の安全性・利便性の向上に対

して以下に示す施策を挙げています。 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

表 1-2 第 6次所沢市総合計画のまとめ 

 

公共交通から 

捉えたポイント 

 ◆ 市全体がめざす将来都市像を掲げるとともに、その達成に向け

た交通政策の方向が示されています。 

☛公共交通を充実することで、リーディングプロジェクト（３）

“健幸長寿のまち”、（４）“エコタウン所沢”を実現していくこ

とが必要です。                                                                                                                                                                                                             

  

項目 施策内容 整合を図るべき事項 

交通政策の推
進と公共交通
の充実 

路線バス、ところバスの運行・更なる充実 
公共交通の利用促進・
利便性向上 

新たな交通手段の検討 
新技術・新たな交通手
段の導入 

車両の更新、交通結節点の整備 
公 共 交 通 の 利 便 性 向
上、結節点の整備 

バスロケーションシステム等の活用 公共交通の利用促進 

交通バリアフリーの推進 
バリアフリー・ユニバ
ーサルデザイン 

鉄道輸送の利
便性向上 

都市高速鉄道 12 号線延伸の推進 鉄道の延伸 

西武鉄道及び JR 武蔵野線の輸送力充実 鉄道の輸送力向上 

駅の安全性・
利便性の向上 

所沢駅ホームドア整備（令和 2 年度完了） 
バリアフリー・ユニバー
サルデザイン 

西所沢駅西口改札口開設 公共交通の利便性向上 
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（2） 所沢市都市計画マスタープラン 

所沢市都市計画マスタープランは、長期的な視点から街の将来像の実現に向けて街

づくりを進めていくための、本市の都市計画における基本的な方針を示す計画です。 

「自然と調和し安心して住み続けられる 持続可能で魅力的な街」を街の将来像と

して、鉄道駅を拠点とした「生活圏」での暮らしの質の向上をめざしているほか、道

路・交通分野に関して、道路環境の整備、公共交通ネットワークの充実等の施策を挙

げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 都市構造図 
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表 1-3 所沢市都市計画マスタープランのまとめ 

 

公共交通から 

捉えたポイント 

 ◆ 基本理念として「コンパクト・プラス・ネットワークの街づく

り」を掲げています。 

☛鉄道駅を拠点とした「生活圏」での暮らしの質の向上のた

め、目的地にアクセスできる公共交通ネットワークの確保・改

善が必要です。 

 

  

項目 施策内容 整合を図るべき事項 

道路環境の整備 

都市間を連結する幹線道路等、主
要な道路の整備 

広域交通ネットワーク 

道路の拡幅や交差点改良等、交通
環境の整備 

交通の円滑化 

スクールゾーン・ゾーン 30 等、生
活道路の整備 

交通安全 

騒音対策や日陰の創出等、環境に
配慮した道路の整備 

環境配慮 

公共交通ネット
ワークの充実 

新たな交通手段の導入検討を含め
た、ネットワークの形成・充実 

公共交通の利用促進、新技
術・新たな交通手段の導入 

鉄道、バスの輸送力の充実、バリ
アフリーの推進等による利便性の
向上 

公共交通の利便性向上、バリ
アフリー・ユニバーサルデザ
イン 
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2. 所沢市の概況 

2.1. 地勢・地理と土地利用 

本市は昭和 30年に三ケ島

村、柳瀬村と合併し、現在

の市域となっています。都

心から 30km圏に位置し、南

側は東京都多摩地域に接し

ており、首都圏有数のベッ

ドタウンとして発展してき

ました。 

狭山丘陵、武蔵野台地、

柳瀬川周辺の沖積低地の 3

つの地形に区分されてお

り、柳瀬川沿いは低地と段

丘崖、東川や砂川堀沿いは

浅い谷が形成されていま

す。 

図 2-1 所沢市の位置 

 

 
資料：所沢市都市計画マスタープラン 

図 2-2 所沢市の地勢  

資料：所沢市都市計画マスタープラン 
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鉄道沿線は一部を除いて市街化区域に指定されており、それを取り巻くように市街化

調整区域が指定されています。 

用途地域が指定された地域のうち、住居系の用途が約 92%を占めており、主要な鉄道

駅周辺に商業系の用途を指定しています。工業系の用途は、工業団地等の一部の地域に

限定されています。 

 

 

図 2-3 用途地域図（令和 4年 10月現在） 

 

表 2-1 用途地域別面積割合表（令和 4年 10 月現在） 

 

 

計

第 一 種

低 層 住 居

専 用 地 域

第 二 種

低 層 住 居

専 用 地 域

第 一 種

中高層住居

専 用 地 域

第 二 種

中高層住居

専 用 地 域

第 一 種

住 居 地 域

第 二 種

住 居 地 域
準住居地域

近 隣 商 業

地 域
商 業 地 域

準 工 業

地 域

工 業 専 用

地 域

面積（ｈａ） 2,800.5 1,262.0 35.6 387.0 124.2 582.7 129.6 45.7 54.4 85.0 91.0 3.3

割合（％） 100.0 45.1 1.3 13.8 4.5 20.8 4.6 1.6 1.9 3.1 3.2 0.1

割合（％） 100.0

住居系用途 商業系用途

91.7 5.0 3.3

工業系用途令和4年10月

地勢・土地利用と

公共交通から 

捉えたポイント 

 

◆ 鉄道駅を中心に商業系の土地利用があり、それを取り囲むように

住居系の土地利用が広がっています。 

☛都市拠点である鉄道駅周辺にアクセスできる公共交通ネットワーク

の形成が必要です。 
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2.2. 社会状況・経済状況 

（1） 市全体の人口と高齢化率の推移 

本市の人口は令和 2 年に 344,216 人で、34 万人を超えています。将来推計では、今

後緩やかに減少することが予測されており、令和 12 年には 33 万人台の中盤となる見

込みです。 

高齢者人口は徐々に増加し、令和 12年時点では 10万人に迫ると推計されています。 

高齢化率は、令和 2年時点では 27.2％ですが、令和 12年に 29.3%になると推計され

ています。 

 

 
（各年 12月末時点） 

資料：所沢市住民基本台帳・所沢市総合計画人口推計 

図 2-4 年齢 3区分別の人口及び高齢化率の推移・将来推計 

 

  

47,646 45,947 44,375 42,500 39,995 36,323 33,234

243,053

240,134 228,949 215,351

210,652 208,791 203,082

37,719 50,895 69,333 85,539 93,569 95,728 98,101

11.5%
15.1%

20.2%
24.9%

27.2% 28.1% 29.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12

0~14歳 15~64歳 65歳以上 高齢化率(%)

推計実績

328,418 336,976 342,657 343,390 344,216 340,842 334,417

人口（人） 高齢化率

人口推移と高齢化

率の推移と公共交

通から捉えた 

ポイント 

 ◆ 今後、人口減少が進み、高齢化率の上昇が続きます。 

☛利用者数を支える人口全体の規模が縮小する中、効率的な運行

による公共交通の維持を検討していく必要があります。 

☛高齢者も自由に出かけられる移動手段の確保が必要です。 
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（2） 主な生活利便施設の分布と既存公共交通 

市内の生活利便施設※は、鉄道駅周辺に集積している傾向がみられます。病院や福

祉施設は鉄道駅から遠い場所にも点在していますが、公共交通により鉄道駅に接続し

ています。 

※生活利便施設 

病院・診療所、福祉施設、銀行、郵便局、スーパーマーケットやコンビニエンスストアと
いった市民生活に必要となる施設。 

 

 

図 2-5 主な生活利便施設の分布と公共交通 

 

生活利便施設の 

分布状況を視点 

にしたポイント 

 ◆ 主な生活利便施設は公共交通により鉄道駅と接続されてお

り、ネットワーク化が図られています。 

☛生活に必要な公共交通の維持と更なる利便性の向上が求められ

ます。 
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（3） 市民の移動実態 

目的別の代表交通手段分担率は、通勤・通学では、鉄道が 39.4%を占めています。次

いで、自動車が 23.0%、徒歩が 20.9%となっています。一方、私事においては、自動車

が 36.9%を占めています。次いで、徒歩が 30.4%となっており、鉄道は 11.3%に留まって

います。バス利用は双方の目的において 2%未満となっています。 

本市と埼玉県内の他市の代表交通手段分担率を比較すると、鉄道、自転車、徒歩は、

他市より分担率が高い一方で、自動車の分担率は低くなっています。バスの分担率は、

他市と同様に 1％程度に留まっています。 

 

 

注：目的種類「自宅－勤務」「自宅－通学」「自宅－私事」の発生集中トリップ数 

資料：H30東京都市圏パーソントリップ調査 

図 2-6 所沢市民の目的別代表交通手段分担率 

 

 
注：目的種類「自宅－勤務」「自宅－通学」「自宅－私事」の発生集中トリップ数合計で比較 

資料：H30東京都市圏パーソントリップ調査 

図 2-7 本市及び県内他市の代表交通手段分担率  

39.4%

11.3%

0.8%

1.4%

23.0%

36.9%

3.3%

0.6%

12.5%

19.2%

20.9%

30.4% 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤

通学

私事

鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩 その他

27.1%

24.0%

17.7%

19.0%

15.4%

25.6%

1.1%

1.1%

1.2%

1.2%

0.9%

0.7%

29.0%

37.3%

51.8%

42.6%

48.0%

31.2%

2.1%

1.4%

1.1%

2.3%

2.3%

1.1%

15.4%

15.4%

7.2%

12.8%

10.2%

19.7%

25.1%

20.7%

21.0%

22.1%

23.2%

21.7%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所沢市

川越市

飯能市

狭山市

入間市

越谷市

鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩 その他
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通勤者・通学者は県外との流出・流入が多くみられます。特に、東京都との通勤の

移動は、流出 58,211 人・流入 13,414 人と最も多くなっています。県内においては、

近隣の狭山市、川越市、入間市等との流出・流入がみられます。 

 

 
参考：市内在住・市内へ通勤：62,997人 

 

資料：令和 3年版所沢市統計書 

図 2-8 15 歳以上の通勤者の流出状況・上位 5カ所 

 

 
参考：市内在住・市内へ通学：4,799人 

 

資料：令和 3年版所沢市統計書 

図 2-9 15 歳以上の通学者の流出状況・上位 5カ所  
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参考：市内在住・市内へ通勤：62,997人 

 

資料：令和 3年版所沢市統計書 

図 2-10 15歳以上の通勤者の流入状況・上位 5カ所 

 

 
参考：市内在住・市内へ通学：4,799人 

 

資料：令和 3年版所沢市統計書 

図 2-11 15歳以上の通学者の流入状況・上位 5カ所 

 

市民の移動実態を

視点にした 

ポイント 

 ◆ 私事の移動手段は自動車が最も多く、交通量に対する道路網の

不足から、市内各所で交通渋滞が慢性化しています。 

☛ゼロカーボンシティの実現や渋滞解消のため、自動車利用を抑制

し、公共交通による移動に転換することが必要です。 

◆ 通勤通学では東京都や近隣市との流出・流入が多くみられま

す。 

☛鉄道駅を拠点にした目的地にアクセスできる公共交通ネットワ

ークの維持が必要です。 
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（4） 自動車保有台数と運転免許証自主返納件数 

市内の自動車保有台数は、平成 29 年までは緩やかな増加傾向であり、それ以降が

横ばいの傾向となっています。世帯当たりの保有台数は近年約 0.8 台前後を推移して

おり緩やかに減少しています。 

 

資料：令和 3年版所沢市統計書（年度別統計書） 

*自動車保有数は乗用自動車と軽自動車（4輪乗用）の合計値 

 

図 2-12 自動車保有台数 

 

平成 24 年からの運転免許自主返納件数の累計は、令和 2 年時点で 11,134 件となり

ました。1年当たりの自主返納件数も平成 26年以前の 1,000件未満に対し、平成 27年

以降 1,000件を超え、令和元年には 2,243件となり増加傾向にあります。 

 

 
資料：所沢市 

図 2-13 所沢市民の運転免許自主返納件数 

自動車保有台数と

運転免許返納件数

を視点にした 

ポイント 

 ◆ 自家用車を持たない世帯と運転免許自主返納件数が増加して

います。 

☛移動手段を持たない市民の増加に対応し、自家用車がなくても

移動できる公共交通ネットワークの形成が必要です。 

 

  

478 634 961 1,082 1,414 1,227 1,155 2,243 1,940
478

1,112
2,073

3,155

4,569

5,796

6,951

9,194

11,134

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（件）

所沢市民の

自主返納件

数（年間）

所沢市民の

自主返納件

数（累計）



 

 

16 

 

 

（5） 観光需要の動向 

市内には武蔵野の原風景である雑木林や狭山湖など、自然豊かな観光資源がある一

方で、アニメや e スポーツ等のポップカルチャーの発信拠点であるところざわサクラ

タウン、ベルーナドーム（西武ドーム）、所沢航空記念公園、市民文化センター「ミ

ューズ」といった、様々な属性の観光客を受け入れる魅力的な観光地・施設が多数存

在しています。  

コロナ禍以前は、観光地及びイベントの開催によって、観光入込客数は県内 5 位で

した。また、コロナ禍の令和 2 年には所沢市イベントの入込客数の減少が顕著に表れ

ています。 

 

  

図 2-14 所沢市内の主な観光地・観光施設 

 

 

 

資料：埼玉県観光入込客統計調査 

 

資料：埼玉県観光入込客統計調査 

図 2-15 合計の観光入込客数が 

        500 万人以上の自治体 
※ コロナ前の H30 年データで作成 

図 2-16 所沢市における観光入込客数推移 

 

観光需要の動向 

を視点にした 

ポイント 

 ◆ 市外からも観光客を誘引する魅力的な観光資源を多く有し、

一定の観光入込客数を維持しています。 

☛公共交通での来訪を促進するため、来訪者にも分かりやすい

公共交通の案内が必要です。 

越谷市

57.1 

52.3%
さいたま市

25.7 

23.6%

入間市 7.4 6.8%

川越市 7.3 6.7%

所沢市 6.1 5.6%

秩父市 5.6 5.1%

（百万人）

▲所沢航空記念公園 ▲市民文化センターミューズ 



 

 

17 

 

3. 地域公共交通の状況と利用実態 

3.1. 地域公共交通の状況 

（1） 公共交通の種類 

鉄道は、西武鉄道 4路線、JR東日本 1路線があり、合計 11の鉄道駅があります。西

武新宿線と西武池袋線が所沢駅で接続し、都心や飯能、川越方面と連絡しています。

JR武蔵野線は多摩方面や県南東部方面と連絡しています。 

鉄道駅を拠点として民間の路線バスと、市が委託するところバス、ところワゴン

が運行しています。 

路線バスは、市内の鉄道駅と住宅街を結ぶ路線と、市外を結ぶ広域的な路線が運

行しています。 

ところバスは、路線バスを補完する目的で、主に航空公園駅を起点・終点として、

市内全域を対象に 4路線 6コース運行しています。 

ところワゴンは、三ケ島地区で令和 3年 4月から実証運行を開始した路線定期運行

の乗合ワゴンで、バス車両が入れない狭い道路にも進入できることから、より地域

に密着した公共交通サービスを提供することを目的として運行しています。柳瀬地

区、富岡地区に順次拡大することを予定しています。 

タクシーは、市内に 14 事業者（法人 9 社、個人 5 者）あり、自由に起点・終点を

選択できる移動サービスや要介護者を対象とした移動サービスを提供しています。 

表 3-1 所沢市内の公共交通 

  

資料：各公共交通事業者 HP、所沢市 HP  

種類 運行事業者 路線等 

鉄道 
西武鉄道 池袋線、狭山線、新宿線、山口線 

JR 東日本 武蔵野線 

路線バス 西武バス 

所沢駅－志木駅、清瀬駅、西武園ゆうえんち 
小手指駅－椿峰ニュータウン、入間市宮寺 
航空公園駅－エステシティ、並木通り団地  
新所沢駅 －本川越駅 

ところバス 
所沢市 

（西武バス） 

東路線（松井循環コース、柳瀬循環コース）、
南路線（山口循環コース、吾妻循環コース）、
西路線（新所沢・狭山ヶ丘コース）、 
北路線（富岡循環コース） 

ところワゴン 
所沢市 

（タクシー事業者） 

若狭ルート、三ケ島ルート、林・糀谷ルート 
日比田・南永井ルート、本郷・坂之下ルート 
花園・下富ルート、北岩岡・神米金ルート 

タクシー 14 事業者 利用者が自由に選択 

介護タクシー 5 事業者 利用者が自由に選択 
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図 3-1 市内の公共交通 

 

公共交通の種類 

を視点にした 

ポイント 

 ◆ 西武鉄道 4路線、JR東日本 1路線が乗り入れ、合計 11の鉄道駅

があります。 

◆ 鉄道駅を拠点として公共交通が運行されています。 

☛公共交通がそれぞれの役割を分担し、ネットワークを維持・強

化していくことが必要です。 
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（2） 公共交通の利用圏 

鉄道駅から 800 メートル圏内、バス等の停留所から 300 メートル圏内を「公共交通

利用圏」とした場合、鉄道、路線バス、ところバス、ところワゴンにより、市内の人

口及び高齢者人口の約 9割がカバーされています。 

 

 
注：鉄道駅からの徒歩圏域 800m、バス停の徒歩圏域 300mとした場合 

出典：国勢調査、国土数値情報、所沢市資料 

図 3-2 公共交通の利用圏域図 
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路線や停留所の変更がない場合には、令和 12年においても、市内の人口及び高齢者

人口の約 9割はカバーされることが予測されます。 

ただし、利便性が高いとされる 30本以上／日の公共交通手段を利用できる圏域内の

人口及び高齢者人口は全体の約７割となります。 

 

表 3-2 公共交通利用圏域人口の割合 

 令和 2 年 令和 12 年推計 

公共交通利用圏域 

面積 
50.7 ㎢ 

公共交通利用圏域 

人口割合 
91.1％ 91.2％ 

公共交通利用圏域 

高齢者人口割合 
89.8％ 90.6％ 

                 出典：令和 2年度国勢調査、国土数値情報 

※国土数値情報の将来推計人口（500mメッシュ）から求めた公共交通利用圏域（鉄道駅からの徒歩

圏域 800m、バス停の徒歩圏域 300m）人数の割合を算出。 

 

表 3-3 公共交通利用圏域人口の割合（鉄道駅＋30 本以上／日のバス停） 

 令和 2 年 令和 12 年推計 

公共交通利用圏域 

面積 
37.0 ㎢ 

公共交通利用圏域 

人口割合 
77.9％ 75.2％ 

公共交通利用圏域 

高齢者人口割合 
75.5％ 74.0％ 

          出典：令和 2年度国勢調査、国土数値情報 

※国土数値情報の将来推計人口（500mメッシュ）から求めた公共交通利用圏域（鉄道駅からの徒歩

圏域 800m、バス停の徒歩圏域 300m）人数の割合を算出。 

 

 

 

公共交通の整備 

状況を視点にした 

ポイント 

 ◆ 鉄道、路線バス、ところバス、ところワゴンによって約 9 割の市

内人口や高齢者人口がカバーされており、将来的にも維持してい

ます。 

◆ 30 本以上／日の公共交通でカバーしている圏域の人口・高齢者人

口は全体の約 7割です。 

☛公共交通が不便な地域の生活を支える公共交通ネットワーク

の形成が必要です。 
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（3） 各公共交通の利用状況 

1） 鉄道の利用状況 

西武球場前駅や西武園ゆうえんち駅（旧：遊園地西駅）は、周辺施設のイベント

やリニューアルの影響を強く受けて、乗降客数が変動しています。その他の鉄道駅

は、微小な増減はみられますが、平成 24年以降は大きな変化はみられません。 

令和 2年には、すべての鉄道駅で新型コロナウイルス感染症の影響により乗降客数

が激減しました。令和 3年にはやや回復したもののコロナ禍前の令和元年の水準まで

は戻っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）東所沢駅は乗客数のみ公表しているため、公表人数の 2倍の数字で比較しています。 

資料：西武鉄道 HP、JR東日本 HP 

図 3-3 鉄道 乗降客数推移（各駅 1日平均）  
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2） バス交通（路線バス・ところバス・ところワゴン）の利用状況 

路線バスの利用者は、平成 28 年まで増加傾向でピーク時には年間約 1,260 万人い

ましたが、平成 29 年以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和元年まで

約 1,000万人で推移しています。 

 
資料：所沢市統計書（H24～R1）、バス事業者提供資料(R2～R3) 

図 3-4 路線バス 年間輸送人員 

 

ところバスの年間利用者（輸送人員）は、平成 27年から令和元年まで 39万人台で

推移しています。 

令和 3年 4月から実証運行を開始した三ケ島地区のところワゴンの月間利用者は、

令和 4年 4月から 10月にかけて増加傾向で、10月時点で 1,847人でした。11月～12

月は 1,750 人で横ばいでした。新型コロナウイルス感染症などの影響で 1 月に減少

し、2 月時点では 1,465 人となりましたが、まん延防止等重点措置が解除された 3 月

には、2,000人を上回りました。 

 
資料：令和 3年版所沢市統計書 

図 3-5 ところバス 年間利用者（輸送人員） 
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（ 柳 瀬 循 環 コ ー ス ）

（万人）
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資料：所沢市資料 

 

図 3-6 ところワゴン 月間利用者数（令和 3年度） 

 

公共交通の利用 

状況を視点にした 

ポイント 

 ◆ 各鉄道駅の 1 日平均の利用状況の推移は多少の増減はあるもの

の、平成 24年以降は大きな変化はみられません。 

◆ 路線バスの利用者は、平成 28年まで増加傾向でした。 

◆ ところバスの利用者は平成 27 年以降、一定の水準で推移してい

ます。 

◆ 令和 3 年度から運行を開始したところワゴンの利用者は増加傾向

で推移しています。 

◆ 令和 2 年のコロナ禍による利用者の減少は、令和 3 年になっても

完全に戻っていません。 

☛利用者数の増加が期待できない状況で、公共交通事業者が連

携して公共交通全体の利便性を向上し、利用者を確保するこ

とで質の高い公共交通サービスを維持していくことが必要で

す。 
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3.2. 地域公共交通の利用実態 

（1） ところバスの利用実態調査 

ところバス全線を対象に、各路線の利用状況及び利用の目的や頻度を把握すること

を目的として、乗り込み調査によるアンケート調査を実施しました。 

 

調 査 対 象 ：全路線全便（6 コース・54 便） 

調 査 方 法 ：全路線全便について、11 月 25 日、26 日のいずれかに調査員が乗

車し、利用者に対しアンケート調査を実施 

調 査 期 間 ：令和 3 年 11 月 25 日(木)～26 日(金) 

 

 

図 3-7 利用者アンケート調査方法（イメージ） 

1） 利用者属性 

利用者の性別は、女性が約 7 割を占めており、年齢は、65 歳以上が 6 割以上で高

齢者の利用が多くみられます。 

 

  
 

図 3-8 性別 図 3-9 年齢構成 

男性

30.2%

女性

69.3%

回答しない 0.5%

n=992

8人

8人

24人

52人

63人

77人

37人

74人

147人
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182人

17歳以下

18～22歳

23～29歳

30～39歳
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50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上
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n=780

②【降車時】調査票を回収 

（利用者数に応じ直接聞取り） 

①【乗車時】調査票を手渡し配布 

調査員 調査員 

全体の 65.5％が 
65 歳以上 
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2） 利用者数 

全路線全便の利用者数は 1,034

人でした。 

1日当たりの利用者数は、山口循

環コースが最も多く、所沢駅を経

由する山口循環コースや吾妻循環

コース（右回り）では、100人以上

が利用しています。 

富岡循環コース（右回り）や柳

瀬循環コース（右回り）は、利用

者数が１日に 50 人程度で、最も利

用者数が多いコースの半分程度と

なっています。 

 

 

 

 

表 3-4 各コースの 1便当たりの利用者数 

コース 1 便当たりの利用者数 

山口循環コース（右回り） 133 人 ÷ 5 便 ＝ 26.6 人／便 

吾妻循環コース（右回り） 104 人 ÷ 4 便 ＝ 26.0 人／便 

松井循環コース（左回り） 92 人 ÷ 5 便 ＝ 18.5 人／便 

富岡循環コース（右回り） 55 人 ÷ 4 便 ＝ 13.8 人／便 

柳瀬循環コース（右回り） 52 人 ÷ 4 便 ＝ 13.0 人／便 

        

  

図 3-10 コース別利用者数（調査日 1日あたり） 
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3） 意見要望 

各コースに共通して「運行本数が少ない・増やして欲しい」という意見が半数以

上を占めています。また、「遅延が多い」や「案内・情報が不足している」等といっ

た意見もみられます 

柳瀬循環、富岡循環、山口循環の各コースでは、「無いと困る・続けてほしい」の

意見が約 1割程度みられます。 

 

 

図 3-11 意見要望（複数回答） 

 

4） ところバス運行経費と収支率 

ところバスの全路線の運行経費に対する運賃収入率は平成３１年度まで穏やかな

減少傾向にありましたが、コロナ禍前後で３割以上低下しました。 

 

図 3-12 ところバス運行経費と収支率の推移 
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ところバスの 

利用実態調査 

結果を視点にした

ポイント 

 ◆ 利用者が少ないコース・時間があります。 

◆ 改善して欲しい点として「運行本数が少ない・増やして欲し

い」という意見が多くみられます。 

☞地域の特性に応じた効率的な公共交通手段の導入とネットワー

クの形成が必要です。 

◆ 「遅延が多い」、「案内・情報が不足している」との意見もみら

れます。 

☞利用者への的確な運行状況の提供が必要です。 

◆ ところバスでは、運行経費に対する収入が、コロナ禍前後で

20％台から 10％台に低下しており、合わせて市の財政負担が増

加しています。 

☞利用促進と運行効率改善の両面から、様々な取り組みを組み合

わせて実施することが必要です。 
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（2） 市民アンケート調査 

日常生活における交通行動や、公共交通の利用状況及びニーズを把握するため、市

民アンケートを実施しました。 

 

調 査 対 象 ：所沢市に居住する市民(2,000 世帯)(1 世帯に 2 部ずつ調査票を配布) 

調 査 方 法 ：アンケート調査票を配布し、紙または WEB での回答 

調 査 期 間 ：令和 3 年 12 月 14 日（火）から 12 月 31 日（金） 

回 収 数 ：全体 1,076 票(回収率：26.9％) 

 

1） 回答者の属性 

男性 47％、女性 50％（回答しない人・無回答 3%）で、回答者全体の 71％が 60 歳

代以上でした。 

 

    

図 3-13 性別 図 3-14 年齢構成 

 

  

図 3-15 職業 図 3-16 免許証の有無 

  

男性

47.2%女性

50.0%

回答しない・無回答 2.8%

n=1076

19歳以下 0.3%
20歳代 3.0%

30歳代 4.7%

40歳代

10.7%

50歳代

13.7%

60歳代

20.6%

70歳代

29.6%

80歳以上

17.3%

n=1063

会社員・

公務員

26.3%

自営業 6.3%

高校生 0.2%

大学・専門学生 0.3%

家事従事者 9.9%

パート・

アルバイト

12.9%

無職

41.1%

その他 3.1%

n=1055

免許あり

（日常的に

運転する）

48.5%

免許あり

（日常的に運転しない）

20.9%

免許なし

（以前は持っていた）

13.7%

免許なし

（取得していない）

16.9%

n=1058



 

 

29 

 

 

2） 私事（趣味など）の移動手段 

私事（趣味など）で移動する手段として最も多いのは「自分で車を運転」と「徒

歩」がほぼ同数で並んでいます。 

鉄道、路線バス、ところバス、ところワゴン、タクシーの公共交通の合計は全体

の 2割です。 

 

 

 図 3-17 私事（趣味など）で出かけるときの移動手段（複数回答） 

 

3） 路線バス、ところバス・ところワゴンの改善して欲しいこと 

改善してほしい項目として、「運行本数が少ない」が最も多く、次いで、「乗りた

い時間に運行していない」であることから、時間帯に関する利便性の向上が求めら

れています。また、待合環境に対する要望として「乗場に屋根やベンチがない」が 4

番目に多くなっています。 

 

 

図 3-18 路線バス・ところバス・ところワゴンについて改善して欲しいこと（複数回答）  
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4） 路線バス、ところバス・ところワゴンを利用しない理由 

利用しない理由は、「利用する必要が無い」が最も多く、次いで「自家用車の方が

便利」「運行本数が少ない」となっています。 

 

 

図 3-19 路線バス、ところバス・ところワゴンを利用しない理由（複数回答） 

 

市民アンケート 

調査を視点にした 
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も自家用車での移動の方が多くみられます。 

☞自動車依存を抑制し脱炭素社会を実現するため、公共交通によ

る移動への転換を進めることが必要です。 

◆ 路線バス、ところバス、ところワゴンの利用者が最も改善し

て欲しい点・利用しない理由は「運行本数が少ない」ことが

挙げられています。 

☞利用者の移動ニーズに合わせた計画的な運行が必要です。 

◆ 路線バス、ところバス、ところワゴンの利用者が求める改善と

して「乗り場に屋根やベンチがない」ことも挙げられていま

す。 

☞バス等の待合環境の改善が必要です。 

◆ ところバス、ところワゴンを利用しない理由には「目的地へ

のルートが分からない」ことも挙げられています。 

☞利用者にわかりやすい情報提供が必要です。 
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（3） 公共交通事業者の実態 

公共交通事業者が抱える経営上の課題や事業者視点での利用実態の把握に向けて、路

線バスやところバス、ところワゴン、タクシーの運行事業者へのヒアリング調査を実施

しました。 

調 査 対 象 ：路線バス・ところバス運行事業者（西武バス） 

ところワゴン運行事業者（西武ハイヤー） 

所沢市タクシー協議会（代表：所沢交通） 

調 査 方 法 : 対面によるヒアリング 

調 査 期 間 ：令和 3 年 11 月～12 月のうち 3 日間 

 

表 3-5 公共交通事業者へのヒアリング結果概要 

対象 利用状況 
現在抱えている 

運行に関する問題・現状 

路
線
バ
ス
・ 

と
こ
ろ
バ
ス 

◆利用者数は、新型コロナウイルス感染

症の影響により約 2 割減少 

◆令和 3 年 10 月の緊急事態宣言明け後に

徐々に利用者数は戻りつつある 

◆路線バスの主な利用目的は通勤通学で

あり、利用者の 9 割は交通系 IC カード

を利用している 

◆運転士の新規募集に対する応募が少な

く、高齢化が進んでいる 

◆停留所の待合環境は、上屋とベンチの設

置に対する要望は多いが、現在の経営状

況だと設置は厳しい 

◆新たな交通手段が台頭し、乗客の取り合

いを危惧している 

と
こ
ろ
ワ
ゴ
ン 

◆利用者数は、緊急事態宣言が明けた令

和 3 年 10 月以降から増えている 

◆利用者に男女差はなく、高齢者が多い 

◆よく利用される時間帯は平日午前から

昼過ぎの利用が多く、狭山ヶ丘駅での

乗降が多い 

◆主な利用目的は通院や買い物である 

◆運転士の平均年齢が58～59歳を推移して

おり、徐々に上がってきている 

◆注意が必要な停留所等の危険個所を社内

全体で共有し、運転士の教育を行うこと

で事故防止に努めている 

タ
ク
シ
ー 

◆利用者数は、新型コロナウイルス感染

症の影響により約 3 割～4 割減少 

◆利用者に男女差はなく、昼間は高齢者

が多く、深夜は 20 代の若年層が多い 

◆主な利用目的は通院や駅へのアクセ

ス、買い物の利用である 

◆配車アプリの導入を進めており、配車

の約 1/3 がアプリからである 

◆運転士の平均年齢が57歳と高齢化が進ん

でいる 

◆相乗りタクシーやデマンドタクシーの導

入は、慎重に判断する必要がある 

◆ところワゴンの拡エリアでのタクシーと

の競合が懸念される 
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公共交通事業者の

実態を視点にした 

ポイント 

 ◆ With コロナ・ポストコロナ生活における利用者減少により経営が

悪化しています。 

☛関係する公共交通事業者が「共創」の意識を持ち、公共交通ネ

ットワークの利便性向上を図るとともに、潜在的な利用者の掘

り起こしが必要です 

◆ バス事業者の運転士、タクシー運転手の新規応募が少なく、将来

的な担い手不足が懸念されます。 

☛公共交通を維持するため、運転士・運転手の確保が必要です。 

◆ 危険個所を社内全体で共有し、運転士の教育を行うことで事故防

止に努めている。 

☛安全運行の継続と危険バス停の解消が必要です。 
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（4） 企業送迎バスの活用可能性調査 

市内に立地する事業所等の送迎バスの活用可能性について、事業所を対象としたア

ンケート調査を行い、事業所送迎バスの実態や自家用車から送迎バスや公共交通への

移行状況を把握しました。 

 

調 査 対 象 ：下記の抽出条件に該当する 108 事業所を対象 

[対象事業所の抽出条件] 

・経済センサス（令和元年度）の対象となる市内の事業所 

・従業員数 50 名以上 

・市内及び近隣市の鉄道駅から直線距離で 1 ㎞圏外の事業所 

調 査 方 法 ：対象事業所にアンケート調査票を送付し、メールにて回収 

調 査 期 間 ：令和 3 年 12 月 9 日（木）～12 月 30 日（木） 

回 収 数 ：37 社(回収率：34.3％) 

 

1） 自家用車通勤に関する取り組み 

自家用車通勤の手当は、「距離及び通勤回数に応じた支給」が最も多い結果となっ

ています。駐車場については「自社駐車場を無料で提供」している場合が最も多く、

次に「借り上げ駐車場を無料で提供」している場合が多い結果となっています。 

 

  

図 3-20 自家用車通勤の手当について（複数回答） 

 

 

図 3-21 自家用車通勤の駐車場について（複数回答）  
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2） 自家用車通勤を抑制する取り組み 

自家用車通勤を控えるような制度を実施し

ている企業は 2 社のみで、9 割（35 社）の事

業所が自家用車通勤を抑制する取り組みは行

っていない結果となっています。 

 

 

 

 

 

3） 従業員のための送迎車両の運行状況 

送迎車両を運行している事業所は、11 社で

全体の 3割です。 

その内、6 社は「自社運行」をしており、

「自社と委託の併用」している事業所は 3 社

です。 

 

 

 

 

 

4） 送迎車両と地域の公共交通との連携可能性 

送迎車両に従業員以外も乗車する「乗合

化」に前向きな姿勢を示した（連携可能）事

業所は 2社です。 

連携が難しい理由としては、運行車両の乗

車率が高く新たに乗車人数を増やすことが難

しいことや防犯上の問題、道路運送法の許可

による乗客の範囲の制限等が挙げられていま

す。 

 

企業送迎バスの活

用可能性調査結果

を視点にした 

ポイント 

 ◆ 従業員以外の乗合化について前向きな姿勢を示した事業所が

みられたものの、乗車定員、防犯上の問題、道路運送法の許

可の問題等により、実現には課題が多い状況です。 

☛公共交通でカバーしきれない地域では、送迎バスの活用の検

討を進めていくため、制度面を含め課題の解決が必要です。 

  

している

5%

していない

95%
n=37

可能

18%

不可能

82%

n=11

図 3-22 送迎車両の運行状況 

図 3-23 公共交通との連携可能性 

運行して
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33%
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67%
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図 3-22 自家用車通勤を抑制する取り組み 
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4. 現状・問題のまとめと課題の設定 

1.から 3.では、各種調査やヒアリングの結果から、公共交通に関連するポイントを整理

しました。 

それらの調査で見えてきた本市の公共交通が現在抱えている問題は、その解決に向けた視

点から、6つにまとめることができます。 

持続可能な地域公共交通サービスに求められる確保、改善、維持のあり方を考慮し、この

6つの視点を、これから取り組んでいくべき 3つの課題（テーマ）に集約します。 

 

 

図 4-1 6つの視点と 3つの課題 

  




